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議 案 の 題 目 

 １ 議案第４７号 分庁舎耐震補強改修工事請負契約の締結について 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

５番  日野口 和 子 議員 

 

６番  川 口 弘 治 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣告 

佐々木議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりま

すので、これより平成２５年第１回おいらせ町議会臨時会を開

会いたします。 

  （開会時刻 午前１０時００分） 
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開議宣告 佐々木議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、９番吉村敏文議員は、本日、所用のため欠席との申し

出がありましたので報告いたします。 

 

議事日程報告 佐々木議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名議

員の指名 

佐々木議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、５番、日野口和子議員及び６

番、川口弘治議員を指名いたします。 

 

会期議題 佐々木議長  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 委員長。 

 

委員長報告 １４番 

（松林義光君） 

 議会運営委員長の委員長報告をいたします。 

 去る６月１８日告示、本日招集されました平成２５年第１回

おいらせ町議会臨時会の会期について、本日、午前９時３０分

から議会運営委員会を開催し、審査した結果、本臨時会の会期

は、別紙配付の「会期及び審議予定表」のとおり、本日６月２

１日の１日とすることに決定いたしました。 

 何とぞ、議員各位のご理解とご協力を賜り、当委員会の決定

にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、委員長報告

といたします。 

 

 佐々木議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日１

日といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日とすることに決しまし

た。 
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諸般の報告 佐々木議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付している

とおりです。ご了承ください。 

 なお、本臨時会の会期中は、町当局の協力を得て広報写真の

撮影をしてもらうため、担当係員が議場内に出入りすることの

許可を与えておりますので、各議員にご報告しておきます。 

 

議案の上程 佐々木議長  日程第４、議案の上程について。 

 議案第４７号の以上１件を上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 議員各位には、何かとご多用の折にもかかわらず、ご出席を

賜りまして、まことにありがとうございます。 

 それでは、本臨時会に提案いたしました議案第４７号、分庁

舎耐震補強改修工事請負契約の締結について、提案理由を説明

申し上げます。 

 本件は、分庁舎耐震補強改修工事施工のため、去る６月１８

日に１１社による指名競争入札を執行しましたところ、８，９

０４万円で、株式会社三村興業社が落札者として決定しました

ので、この契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

５号及びおいらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定により、提案するもので

あります。 

 以上、本臨時会に提案いたしました議案につきまして、その

提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、審議の過

程におきまして、本職を初め、担当課長に説明させますので、

何とぞ慎重にご審議の上、原案のとおり議決いただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

 佐々木議長  日程第５、議案第４７号、分庁舎耐震補強改修工事請負契約
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の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 分庁サービス課長。 

 

当局の説明 分庁舎サービス課長 

（澤上 訓君） 

 それでは、議案第４７号についてご説明申し上げます。 

 本案は、おいらせ町分庁舎耐震補強改修工事の施工のため、

去る６月１８日に１１社により指名競争入札を執行いたしまし

たところ、８，９０４万円で、株式会社三村興業社が落札者と

決定いたしましたので、この契約を締結するため、おいらせ町

議会の議決を賜りたく提案するものであります。 

 本工事の内容といたしましては、耐震補強工事として、正面

玄関玄関面ＲＣ増設耐震壁の新設、南北東面には鋼板内蔵ＲＣ

プレースの新設のほか、防水改修工事として屋上防水改修、そ

のほかそれらにかかわる電気設備工事及び修繕工事などとなっ

ております。 

 工期は２月末までを予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ３番平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 この耐震工事にかかわる契約の締結の方法についてお伺いい

たします。 

 まず、１点目は私も広報、議会だよりにも載っておりますけ

れども、議会だよりの２５号で質問の内容が載っておりますけ

れども、私はこの契約の工事契約については、入札の方法につ

いては公契約条例の制定とかさまざまなものを提案しました。 

 その中で、総合評価方式で対象とする方向で考えております

というふうなことで答弁がありますけれども、どういうふうな

形でこの総合評価方式が進められてきたのか、それをお伺いし

たい。 

 それから、その後に髙坂議員もこの議会「懸橋」では２８号

に載っておりますけれども、入札制度のあり方について質問を
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しているわけで、その結果の報告が資料提供がないままに進め

られてきているというふうなことですから、もし、資料があれ

ば配付をお願いしたいというふうに思います。 

 それと、もう１点は、この入札の方法が改正になった、変わ

った、変更になるその説明が２月に業者にあったというふうな

ことで聞いておりますけれども、総合評価方式というふうなこ

とで、町に対する貢献度をポイントであらわして、それを点数

として入札の際に、指名ですか、そのときに生かすというふう

な話を聞いたんですけれども、それらが実際本当にそうなのか。

それに伴って、入札金額を、例えば、下回って落札しても、ポ

イントが低いとか、そういうふうなもので契約の変更があるの

か。これらについても説明をいただきたいと思います。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 行政管財課長。 

 

答弁 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 それでは、平野議員にお答えをいたします。 

 今回の契約は総合評価方式で進められたのかということです

けれども、入札契約制度の改正につきましては、７月１日から

施行するということで進めておりまして、その中では総合評価

方式を採用して進めていくということで、今、手続のほうを進

めているところであります。 

 また、資料については、後日、議員のほうに配付をしていき

たいなと思っております。 

 それから、改正の中で、総合評価の中でポイントでというこ

とですけれども、経審の点数プラス、あとは地元の貢献度とい

うことで、除雪とか、ボランティアとか、それから消防団とか、

町内の業者にはそういうポイントをつけて、総合的な評価をし

て、今度はそれに基づいて業者をランクづけをしていくという

ことになります。 

 総合数値がＡランクは８００点以上、土木であれば８００点

以上、Ｂランクは８００点未満というようなことで、発注の標

準額も８００点以上のものの土木については５００万円以上の

ものというふうなことで、それぞれ総合点数に応じて発注額も

決めてランクして、それぞれそれに基づいて指名をしていくと
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いうふうな考え方で、現在進めております。 

 ということでありますので、指名の段階でランクづけされま

すので、契約後、点数が、評価が低いから変更ということでは

なくて、あらかじめ点数を見て指名をしていくという考えであ

ります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今の説明で、まだ７月１日から採用するというふうなことで、

その内容の一端が説明ありました。 

 私は、地元業者については地元貢献度を点数であらわして、

その点数を加算して指名をするというふうな説明ですけれど

も、今まで議会で議論されてきた部分というのは、全然生かさ

れていないなというふうな気がするわけです。 

 私は、さっきも言ったように、契約制度の見直しについては

公契約とか、そういうふうな部分の制度も十分検討すべきだと

いうふうなことで、というのは、そこで働く人方のいろんな意

味で保証を、まず業者がちゃんときちっとするべきだというふ

うなことで訴えているわけですけれども、そういうふうなもの

が全然生かされていない。今、私が見ればですよ。町に対して

ボランティアで除雪とか、公園清掃とかいろんな部分で協力し

た業者が点数を上積みできるというふうな、本来、正規に仕事

を与えるべき部分、自治体がそういうふうなことをさせていい

のですか。私はこれは変だと思いますよ。 

 新規で参入した業者というのは指名にならないんじゃないで

すか、いつまでたっても。行政はそういうふうなものではない

ですよ。今はいろんな形で新規参入者をふやそうと国が一生懸

命育てようというふうにやっているときに、なぜ既存の部分で、

しかも物を持っているとか、そういうふうな人を抱えている人

でなければ点数が加算できないような制度をやるのですか。こ

この本質がよく理解できないんです、私は。 

 それと、じゃランクの高い工事になればどうなりますか。地

元に今ある、特Ａ、Ａ、Ｂ、その建設業者、土木、何社ありま

すか。それら以外の加算がないということでしょう。例えば、
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特Ａでやったら柏崎組が多分おいらせ町においては１社あるん

だけれども、柏崎組だけが地元でポイントを稼いで、他のほう

はじゃ稼げないというふうなことになるんですか。 

 そもそもこの経審にプラス地元貢献度というのは何をねらい

としているのか。ちゃんとわかるように説明してくださいよ。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 行政管財課長。 

 

答弁 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 それでは答弁をしたいと思います。 

 １つ、公契約という部分出ていましたけれども、業者の１つ

の対策としては、落札制限価格制度というのを設けておりまし

て、それは１つは低入札調査価格制度と、最低制限価格制度と

いうことで、むやみやたらに人件費を削るようなことができな

いような形で、ある程度ダンピング受注とかができないような

形として、その制度を今２件ほど設けております。 

 それから、何をねらいとして地元貢献度をということであり

ますけれども、業者の格づけについては、それぞれ経審で点数

があるわけですけれども、中にあっては、特に地元の業者等に

ついては、それぞれいろいろなことで町に貢献ということで点

数を上げることによって、これまでは発注金額が上に行けない

ものも上のほうに、それらの点数を加算することによって、例

えば、ある一定の金額以下でしか入札に参加できないものを、

地元の貢献をしたことによって、それらを上のランクまで受注

機会を与えてあげるというようなことで、そういうねらいも１

つありまして、今回、それを導入するという考えで進めており

ます。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 私は、今の説明を聞いて、じゃそのランクの低いものにボラ

ンティアさせて貢献度の点数を上げてランクを上げるんだとい

うふうな説明だというふうに理解しましたけれども、私は本当

にそれでいいのかなと。ほかにも方法があるわけでしょう。こ
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の入札の指名された業者の中を見れば、おいらせ経常建設共同

企業体、３社あるというふうに聞いていますけれども、そうい

うふうなほかの方法だってとれるわけでしょう。 

 私は、地元のそういうふうな業者そのものがボランティアで

やるということは、結局、無料奉仕なわけですよ。会社の経営

自体がそれだけ余裕があればいいですよ。点数を上げるために

赤字を覚悟で経営が苦しくなってもしょうがないというふうな

ことで、その除雪なりそういうふうなボランティアをやらせて

いいのですか。本当に、私はこういうふうな考え方は基本的に

おかしい。仕事そのものがなくてきゅうきゅうとしている業者

をさらにまた苦しめるようなシステムでしょう、これは。 

 これから資料が配付になるということですけれども、何で事

前にもっと早く配付しないのか。２月に説明会をやって、説明

を受けた業者の方も疑問を感じているんですよ。ただ、役場に

は言えないから。そういうふうな思いがあるというふうなこと。

自分たちだけが、行政側だけが条件をよくして、仕事をするほ

うの側はいろんな意味で苦しめているということ自体、よく理

解していないのかなというような気がしますよ。 

 ここの部分というのは、もう一回、経審プラス地元貢献度を   

加算するとか、そういうふうな制度については、私は見直しを

すべきだと思いますよ。新しいその総合評価方式の方法を採用

するにしても、議会に対しては事前にその内容についても、私

は資料提供なり説明を求めたいと思いますよ。 

 

 佐々木議長  行政管財課長。 

 

答弁 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 １つ説明の中で、非常にボランティアだけが主観的数値の加

算というようなことで捉えられていますけれども、それは１つ

の中にボランティア活動があって、それが全てではなくて、町

から請け負った工事の成績評定が１つ、それから除雪業務によ

って重機を稼働させたのが何台あるのか、それからおいらせ町

民の雇用人数がどれぐらいあるのか、それから災害時における

応急対策業務の協定を結んでいるのかというようなこと、それ

から消防団への加入状況についてということでそういうこと。

それと、ボランティアを行った場合ということで、それらを総
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合して経審のほかに主観的評定をプラスするものであって、あ

くまでもボランティアだけではないということを、ちょっと舌

足らずでしたけれども、そういうことで、いろんなことを地元

の業者に加算をしていくというよなことであります。 

 それから、事前に配付をして議員にも説明をすべきだったと

いうことでした。それはそのとおりだと思います。今後はその

ように、今後ある程度新たな制度を改正するときがあったら、

機会を見て、議員のほうにも説明をしていきたいと思っており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  ほかにございませんか。 

 副町長。 

 

 副町長 

（西館芳信君） 

 入札適正委員会を預かる者としての、今の質問に対する思い

をちょっと補足したいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、総合評価方式については、メリット・

デメリットがあると思います。そして、確かに何で地元だけそ

ういうふうにやるのかというふうな思いもある方もいらっしゃ

るかもしれませんが、これは時代の趨勢というか、公平性と競

争力をうまくやりながら、ともかく公共投資が抑制されてずっ

と来ているわけです。その中で、地方の小さい企業の方々がや

っていくということは並大抵のことではなく、特に、どこの自

治体でも、今はもうほかのほうできるだけ理由を設けて受け入

れないというふうなことにしていまして、その悩みというか、

苦情が町内の業者の方から頻繁にいただきます。 

 時代の趨勢として、地元の企業の活用審査方式だとか、それ

から、地域維持型というのが、これはもう町全体のいろんな産

業のバランスのよい振興を考えても、もうこれは絶対考えてい

かなければならない命題だというふうに思っておりますので、

決して行政のほうの事情のいいように操作しているというふう

なことは全くありませんものですから、その辺のところを、地

域の実情に合わせて、いろいろ試行錯誤しながらやっていると

いうふうな実情をぜひ理解いただければと思います。 

 以上です。 
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 佐々木議長  ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４７号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

日程終了 佐々木議長  以上で、本臨時会の会議に付された事件は、全て議了いたし

ました。 

 次に、町長から発言したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

 町長。 

 

 町長 

（成田 隆君） 

 議員各位には、提案いたしました議案を議決賜りまして厚く

お礼申し上げます。 

 議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分心し

て、努めてまいりたいと思いますので、平野議員にはよろしく

お願いします。 

 さて、例年よりおくれておりました梅雨入りですが、先般の

気象庁の発表によりますと、１８日、平年より４日おくれで梅

雨入りしたということであります。 

 これからうっとうしい季節になりますけれども、蚊、ハエあ

るいは食中毒等かからぬように、あるいはまた被害に遭われま

せんように、議員各位には健康に留意されましてご活躍くださ

れば大変ありがたいと思います。 

 本日は大変ありがとうございます。 

起立。ありがとうございました。 
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閉会宣言 佐々木議長  これで会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成２５年第１回おいらせ町議会臨時会

を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

 事務局長 

（袴田光雄君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 お疲れ様でした。 

 

  （閉会時刻 午前１０時２６分） 
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